
日米ISAC間の覚書について

 民間における業界ごとのサイバーセキュリティに関する情報共有の仕組みであるISAC（Information
Sharing and Analysis Center）について、総務省では、「サイバーセキュリティ国際シンポジウム」の開催
などを通じ、日本のICT-ISACと米国のIT-ISACとの間での情報共有や国際連携の支援を実施。

 令和元年11月には、両者の間で情報共有のさらなる強化を目的に覚書が署名された。
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日 ICT-ISAC Japan と 米 IT-ISAC間における覚書
（令和元年11月11日）

(1) サイバー脅威とインシデント情報の共有
(2) 脅威情報の共有を自動化する

仕組みの構築に向けた協力
(3) 両ISAC会員企業間での協力の促進
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